
患者さん・ご面会の方々へ面会禁止のお願い 
2020.3.12 

 

済生会松阪総合病院 

 

ウイルス感染の流行に伴い、当院では 1 月より院内感染の予防強化の為、入院患者さんへ

のご面会を原則禁止とさせていただいております。しかし以下に示すようなご面会の場合

はその通りではありませんので、ご了承下さいますようお願い致します。 

 

①患者さんの病状により面会が必要な場合 

②医師・看護師等が来院を依頼した場合 

③入退院時や手術で付き添いが必要な場合 

④緩和病棟、産科病棟での面会 

⑤入院継続品の補充または交換、等 

 

3 月 16 日より面会時には 

『面会可』と記された面会許可証が必要なため必ず受付を行ってください。 

 

 

 

受付場所は 

平日：午前 8 時～午後 5 時：『入院案内(窓口 1.入院)』 

上記以外の日時：『救急時間外受付』 

 

 

 

 

 

受付で面会理由をたずね、体温を測定し 37.5℃未満であることを確認します。 

ご面会する方で 37.5℃以上の発熱、せき、倦怠感(だるさ、息切れ)、咽頭痛などの風邪症

状がある方は面会をご遠慮願います。 

 

マスクを装着し、短時間で可能な限り病棟フロアでの面会をお願い致します。 

入院中の患者さんをお守りするために、ご理解とご協力をお願い申し上げます。 

 

 

※当院の面会時間は原則 

 一般病棟は午後 2 時～午後 8 時まで 

 1 病棟 6 階（緩和ケア病棟）は 24 時間 

 HCU・SCU は午前 8 時～8 時半、正午 12 時～12 時半、午後 6 時～6 時半 

面会可 
面会許可証はシール状 

左腕もしくは右胸に貼付する 


